
赤磐市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）に関する 

パブリックコメント（市民意見）の募集結果 

 

□ 募集期間     平成２６年１２月８日（月）～平成２７年１月７日（水） 

□ 意見提出者    １名 （６件） 

 

該当項目 いただいたご意見等 市の考え方 

 

第１章 

 計画の概要 

P4 ６．日常生活

圏域について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 以下のように本文を追加する。 

 

『尚、赤磐市の地域的特徴の一つは、山陽（団

地）地区と桜が丘地区という大きな二つの団

地があることである。山陽地区は、現在

（H26.10）高齢化率 36.4％で５年後には 40％

を超えることになっている。桜が丘地区は、

人口も増えており、現在高齢化率 18.6％と比

較的若い団地である。両団地は、在来地区と

大きな環境の違いがあるので、日常生活圏域

を含め、本計画を進めていくうえでその点に

配慮していく。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活圏域の状況については、旧町単位

の設定のみならず、ご意見のように両団地と

在来地区の環境も考慮していく必要がある

と考え、以下のように詳細に掲載するように

修正します。 

 

６．日常生活圏域について 

１ 第 6 期計画における日常生活圏域 

介護保険事業計画では高齢者が日常生活

を営んでいる圏域を単位として、サービス基

盤の整備や介護サービスの量を見込むため、

「日常生活圏域」を定めることとされていま

す。本市の日常生活圏域は前計画に引き続

き、旧町単位を日常生活圏域とした４つの生

活圏域を設定します。 

２ 日常圏域ごとの現状 

圏域別の総人口は、平成 25年 10 月 1日時

点では、山陽地域が 25,323 人と最も多く、

次いで熊山地域が 10,515 人となっていま

す。高齢者人口では、山陽地域が 6,902人と

最も多く、次いで熊山地域となっています。

また、高齢化率については、30％以上の圏域

が 2 地域あり、そのうち吉井地域は平成 26

年度には 40%を越えています。なお、赤磐市

の地域的特徴の一つに、山陽地区と桜が丘地

区という大きな二つの団地があり、山陽地区

は、高齢化が急速に進み、平成 26年度 36.4％

（10 月現在）であり、桜が丘地区は、人口

が増加しているため、高齢化率は 18.6％に

とどまっています。 本計画を進めていく上

では、日常生活圏域を含め、地域の特性・環

境について配慮していきます。 



第４章  

計画の推進 

（２）介護予防・

生活支援サービス

事業 

Ｐ29 通所型サービ

ス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ29 訪問型サービ

ス 

 

 

 

 

Ｐ32 （４）地域

における家族支援

の強化と見守りネ

ットワークの構築 

 

 

Ｐ48 （３）生活

支援サービスの体

制整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「また、介護予防ボランティア～増やしま

す。」を以下のように変更してはどうか。 

 

『ボランティアの育成を行って住民主体の支

援を推奨する共に、自治会等の地域団体、社

会福祉協議会、シルバー人材センター、ＮＰ

Ｏ法人、民間企業等の多様なサービス提供者

と連携を取り、高齢者の身近な場所で集える

「ふれあいの居場所」を増やします。また、

既存の居場所の充実を支援します。さらに、

居場所までの送迎についても既存の交通機関

の有効利用やボランティアでの送迎などの実

施を進めていく。』 

 

 

 

 

○「推奨すると共に、社会福祉協議会」を以

下のように変更してはどうか。 

 

『推奨すると共に、自治会等の地域団体、社

会福祉協議会』 

 

○「推奨し、金融機関や商工会、郵便局等」

を以下のように変更してはどうか。 

 

『推奨し、自治会などの地域団体、金融機関

や商工会、生活協同組合、郵便局等』 

 

○「行政サービスのみならず、ＮＰＯ、ボラ

ンティア」を以下のように変更してはどうか。 

 

『行政サービスのみならず、自治会等の地域

団体、ＮＰＯ、ボランティア』 

 

（理由）・・・Ｐ．29.32.45 の主旨 

今回の介護保険の改定のポイントは、要支

援の通所介護・訪問介護をどれだけ厚生労働

省のガイドラインの訪問型・通所型サービス

 

通所型サービスについての項目では、ご意

見のように集える場をどのような連携を取

り、事業を進めていくかを明記する必要があ

ると考え、以下のように詳細に掲載するよう

に修正します。 

 

また、ボランティアの育成を行い、住民主体

の集いの場の立ち上げ等の支援を推奨する

と共に、自治会・町内会、社会福祉協議会、

シルバー人材センター、ＮＰＯ法人、民間企

業等の多様なサービス提供者と連携を取り、

高齢者の身近な場所で集える場所を増やし

ます。そして、既存の高齢者の集いとして機

能している居場所の充実を支援します。ま

た、居場所までの送迎についても今後検討し

ていきます。 

 

自治会等の地域団体が、高齢者を支えあう

ための地縁組織として、連携強化は必要と考

え、ご指摘のとおり、Ｐ29.48 には、「自治

会・町内会」を追加いたします。そして、Ｐ

32 には、認知症予防支援のため、各機関と

の連携も必要なため、「自治会・町内会」「協

同組合」を追記いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ55 （６）世代

間交流の促進 

 

 

 

 

Ｂ以下（一般介護予防事業や介護保険を使わ

ない住民の事業も含む）の住民の支えあい・

助け合いに移行し、介護保険料の縮小と元気

なお年寄りの生きがいづくりに赤磐市の仕組

みを作っていけるかということだと思う。 

赤磐市のＮＰＯ法人の特徴は、公的介護保

険事業を補完する助け合い事業などを実施し

ているところがほとんどないということであ

る。今後、新しいＮＰＯ法人ができたり、既

存のＮＰＯ法人に事業追加してもらうことも

大事だが、多くを期待することは危険である。 

ゆえに、自治会等の地域団体が今までのイベ

ント型から、高齢者を支えあうために、見守

り・ふれあいの居場所づくり・有償の助け合

い事業・ボランティア送迎事業などの事業型

に変更せざるをえない。そのように誘導して

いくことが第６期介護保険計画の策定のベー

スになるし、行政も意識していく必要がある

わけである。特に重要になってくるのは、ふ

れあいの居場所づくりである。これは、通所

型サービスＢもあれば、一般介護予防事業の

居場所もあれば、介護保険を利用しないもの

も大事である。また、既存の居場所である夢

百笑（住民が自ら協議会を結成し運営。コミ

ュニティサロン。宅配弁当。）などの充実支援

も大事になってくる。 

最大の問題は、ふれあいの居場所までの足

である。デマンドバスなどの既存の交通機関

の有効利用やボランティアでの足の確保も必

要になってくる。 

 

○世代間交流の促進の本文に、『教育委員会が

実施する学校支援地域本部事業についても、

積極的に参加を呼びかけていく。』を追加して

はどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校支援地域本部事業については、市内の

学校で活発に展開されております。本計画と

の関連として、この事業には、高齢者の参加

もあり、住民ボランティア活動の推進が図れ

ております。例を挙げるとお飾り作りや、昔

あそびの先生として招き、子どもたちとふれ

あう活動を行っております。コメントいただ

いた学校支援地域本部事業も含めた意味で

現行どおりの記載にさせていただきます。 




